
こ
の
一
年
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
が
毎
日
ニ
ュ
ー

ス
で
取
り
上
げ
ら

れ
、
一
部
の
都
府

県
の
緊
急
事
態
宣

言
が
今
も
続
い
て

い
る
。

労
働
者
は
解
雇

や
賃
金
が
十
分
に

与
え
ら
れ
ず
、
特

に
非
正
規
労
働
者

の
実
態
は
深
刻
な

も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
少
人
数
で
労
働

組
合
を
立
ち
上
げ
た
り
、
組
合

に
加
入
し
て
生
活
労
働
実
態
を

改
善
し
て
い
る
。

今
春
闘
は
厳
し
い
状
況
で
あ

る
一
方
で
、
現
在
株
価
は
バ
ブ

ル
以
降
の
高
値
を
更
新
し
て
い

る
。
企
業
に
よ
っ
て
、
今
年
度

の
業
績
が
過
去
最
高
や
最
低
予

想
に
な
る
と
言
っ
た
、
今
ま
で

以
上
に
格
差
問
題
が
拡
大
し
て

い
く
状
況
に
あ
る
。

国
労
は
賃
金
生
活
実
態
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
か
ら
賃
上
げ
五
〇

〇
〇
円
の
要
求
を
決
定
し
春
闘

に
望
む
。

地
域
で
闘
う
仲
間
と
連
帯
し

生
活
労
働
実
態
の
改
善
の
た
め

組
織
拡
大
に
取
り
組
む
。
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国
労
は
第
１
９
１
回
中
央
委
員
会
、
国
労
東
日
本

本
部
第
38
回
拡
大
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
２
１
春
闘

の
要
求
額
が
決
定
し
た
。

全
組
合
員
が
参
加
し
、
職
場
総
点
検
か
ら
10
項
目

の
統
一
要
求
を
実
現
し
て
い
く
。

時間外労働 ⑥

超過勤務手当や夜勤手当を計算する場合の１時間当たりの単価をＡ単価～E単価で計算します

Ａ単価 100/100

Ｂ単価 130/100

Ｃ単価 40/100

Ⅾ単価 135/100

E単価 150/100

（１）休日勤務の場合

公休日、特別休日、調整休日、育児・介護休日及びこれらの代休に臨時に勤務した場合は超

過勤務手当の支給額はⅮ単価の額とする。

例）基本給300,000円、手当なしの場合（国労水戸４号で1時間当たりの賃金は2001.34円）

Ｄ単価は2001，34×135 ＝2701.8１円

100 1円未満は四捨五入で 2702円

一
人
で
悩
ま
ず

国
労
へ
相
談
。

み
ん
な
で
楽
し
く

が
ん
ば
ろ
う

第
１
７
６
回
拡
大
地
方
委
員
会

３
月
６
日

11
時
～

自
治
労
県
本
部

（
労
働
講
座

10
時
～
）

お
詫
び

１
月
27
日
発
行
の
国
労
水

戸
３
号
は
４
号
に
訂
正
し
、

お
詫
び
し
ま
す
。


